
平成 23 年９月 12 日  

 

 マシンルームレスエレベーターの定期検査報告の代理者等 御中 

 

   兵庫県下特定行政庁等連絡会議 

設備部会 

 

マシンルームレスエレベーターの定期検査における 

ブレーキの状態の確認について（依頼） 

 

平素より兵庫県内の建築行政の推進にご協力いただき、厚く御礼申しあげます。 

さて、平成 22 年 11 月 11 日に発生した、東京大学柏キャンパスにおけるマシンルームレ

スエレベーターの戸開走行事故を受けて、国土交通省から平成 23 年７月８日付け国住昇第

４号により、マシンルームレスエレベーターの定期検査におけるブレーキの状態の確認に

ついて通知（別添参照）がありました。 

つきましては、マシンルームレスエレベーターの定期検査において、下記の事項につい

てご留意していただくとともに、必要に応じ、その所有者（所有者と管理者が異なる場合

においては、管理者）に対し、今回の国土交通省からの通知の趣旨をご説明いただきます

ようお願いいたします。 

  

記 

  

１ 定期検査におけるブレーキの状態の確認について   

 固定されていないブレーキ手動開放ワイヤーのように、ブレーキの状態が容易に変わ

るような部分がある場合においては、ブレーキの状態を確認したあと、ブレーキの状態

を変えないことを徹底するとともに、ブレーキ手動開放ワイヤー等の状態を変えた場合

には、その後にブレーキの状態の確認をし直すこと。  

 ブレーキ手動開放ワイヤーが固定されているものについては、固定の状況が維持され

ていることについて確認すること。  
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